
法人税実務事例検討

外貨建借入金の借入時と返済時の両方の円換算額を

先物外国為替契約で確定させた場合の取扱い

新日本アーンストアンドヤング税理士法人 顧問

税理士 石田 昌朗

本事例における留意点

外貨建借入金の借入時の円換算額と返済時の円換算額の両方を先物外国為替契約で確定させ

た場合、その外貨建借入金の返済時の先物外国為替契約締結時のスポットレートによる円換算

額と返済時の返済予約レートによる円換算額の差額（直先差額）を借入期間に応じて各事業年

度の所得金額に配分することになる。

事 例

当社は資金調達のため、Ｘ年４月１日に３年後（Ｘ＋３年３月31日）一括返済という条件

で外貨借入れを行いましたが、借入時の円換算額を確定しておきたいと考えたことから、借入

前のＸ年３月１日に先物外国為替契約により借入時の円換算額を確定しておりました。

ところで、今回、外貨建借入金の返済時の為替リスクを軽減するために、返済時の円換算額

を確定させることとし、Ｘ年10月１日に先物外国為替契約を締結しました。

この場合において、当社は期末時（Ｘ＋１年３月31日）にはどのような処理が必要となり

ますか。

なお、当社は主要取引銀行との間で、100万米国ドルの借入金を３年後に一括して返済する

契約で外貨借入れをしましたので、100万米国ドルの借入時の借入予約レートを＠80円/＄と

し、100万米国ドルの返済時の返済予約レートを＠85円/＄とする先物外国為替契約を締結し

たものです。

① 借入時予約

・借入予約レート

＠80円/＄

・スポットレート

＠81円/＄

② 借入時

・スポットレート

＠82円/＄

③ 返済時予約

・返済予約レート

＠85円/＄

・スポットレート

＠83円/＄

【取引概要図】

Ｘ年３月１日 Ｘ年４月１日 Ｘ年10月１日 Ｘ＋１年３月期末
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【当社の会計処理】

① 借入金予約時：なし

② 借入時 ：現金預金 80,000,000円 ／ 借入金 80,000,000円

③ 返済予約時 ：為替差損 5,000,000円 ／ 借入金 5,000,000円

④ 期末時 ：なし

本事例における法令等の検討

１ 外貨建取引の発生時の円換算

法人税法第61条の８ 外貨建取引の換

算 第１項では、『内国法人が外貨建取引

（外国通貨で支払が行われる資産の販売及

び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借

入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。

以下この目において同じ。）を行った場合

には、当該外貨建取引の金額の円換算額

（外国通貨で表示された金額を本邦通貨表

示の金額に換算した金額をいう。以下この

目において同じ。）は、当該外貨建取引を

行った時における外国為替の売買相場によ

り換算した金額とする。』と規定されてい

ます。

この場合の外国為替の売買相場とは、そ

の取引を計上すべき日における対顧客直物

電信売相場（電信売相場）と対顧客直物電

信買相場（電信買相場）の仲値（ＴＴＭ。

本稿において「スポットレート」とは、仲

値をさすものとします。）によることとさ

れています。ただし、継続適用を条件とし

て、売上その他の収益又は資産については

取引日の電信買相場、仕入その他の費用又

は負債については取引日の電信売相場によ

ることも認められています（法基通13の

２―１―２)。

２ 先物外国為替契約により発生時の円

換算額を確定させた場合

法人税法施行令第122条 先物外国為替

契約により発生時の外国通貨の円換算額を

確定させた外貨建資産・負債の換算等 で

は、『内国法人が先物外国為替契約（外貨

建取引（法第61条の８第１項（外貨建取

引の換算）に規定する外貨建取引をいう。

以下この目において同じ。）に伴って受け

取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算

額（同項に規定する円換算額をいう。以下

この目において同じ。）を確定させる契約

として財務省令で定めるものをいう。以下

この条において同じ。）により外貨建資

産・負債（外貨建取引によって取得し、又

は発生する資産又は負債をいい、法第61

条の８第２項の規定の適用を受ける資産又

は負債を除く。以下この条において同じ。）

の取得又は発生の基因となる外貨建取引に

伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金

額の円換算額を確定させ、かつ、その先物

外国為替契約の締結の日においてその旨を

財務省令で定めるところにより帳簿書類に

記載した場合には、その外貨建資産・負債

については、その円換算額をもって、法第

61条の８第１項の規定により換算した金

額とする。』と規定されています。

Ⅰ

国 税 速 報平成23年８月22日 第6178号 第３種郵便物認可(12)



３ 先物外国為替契約により返済時の円

換算額を確定させた場合

法人税法第61条の８第２項では、『内国

法人が先物外国為替契約等（外貨建取引に

よって取得し、又は発生する資産又は負債

の金額の円換算額を確定させる契約として

財務省令で定めるものをいう。以下この目

において同じ。）により外貨建取引（第61

条第１項（短期売買商品の譲渡損益及び時

価評価損益の益金又は損金算入）に規定す

る短期売買商品又は第61条の３第１項第

１号（売買目的有価証券の評価益又は評価

損の益金又は損金算入等）に規定する売買

目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項

において同じ。）によって取得し、又は発

生する資産又は負債の金額の円換算額を確

定させた場合において、当該先物外国為替

契約等の締結の日においてその旨を財務省

令で定めるところにより帳簿書類に記載し

たときは、当該資産又は負債については、

当該円換算額をもって、前項の規定により

換算した金額とする。』と規定されています。

４ 返済時の円換算額を確定させた場合

の為替予約差額の配分

⑴ 為替予約差額の配分

内国法人が事業年度終了の時において

有する外貨建資産等（売買目的有価証券

を除く。）について、その取得又は発生

の基因となった外貨建取引の金額の円換

算額への換算に当たって、（先物外国為

替契約等により円換算額を確定させた外

貨建取引の換算（法法61の８②））の規

定を受けたときは、その外貨建資産等に

係る先物外国為替契約等の締結の日の属

する事業年度からその外貨建資産等の決

済による本邦通貨の受取又は支払をする

日の属する事業年度までの各事業年度の

所得の金額の計算上、為替予約差額のう

ちその事業年度に配分すべき金額（為替

予約差額配分額）は、益金の額又は損金

の額に算入されます（法法61の10①)。

⑵ 具体的な計算

外貨建借入金の発生後に先物外国為替

契約等により円換算額を確定させている

場合、外貨建借入金発生時と先物外国為

替契約時の為替レートの差額である直直

差額と、先物外国為替契約締結時と為替

予約レートとの差額である直先差額とに

区分します（法令122の９)。

イ 直直差額

取引時為替相場により換算した円

換算額」と「先物外国為替締結時の為

替相場により換算した円換算額」との

差額が直直差額となり、その先物外国

為替契約等の締結の日の属する事業年

度に計上することになります。

ロ 直先差額

先物外国為替締結時の為替相場に

より換算した円換算額」と「先物外国

為替契約等により確定させた円換算

額」との差額が直先差額となり、この

直先差額を各事業年度に配分すること

になります。

この配分の計算は、その締結の日か

ら決済日までの日数により算出します

が、法人税法施行令第122条の９第３

項で、『第１項の規定の適用について

は、同項中「日数」とあるのは、「月

数」とすることができる。この場合に

おいて、月数は暦に従って計算し、１

月に満たない端数を生じたときは、こ

れを１月とする。』と規定されており、

月数による配分が認められています。
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本事例における取扱いの検討

１ 外貨建取引の円換算

貴社は取引金融機関から100万米国ドル

の外貨での借入れを行っていることから、

その外貨建取引として上記Ⅰ１のとおり、

その外貨建ての借入れを行った日の外国為

替の売買相場の仲値（スポットレート）で

円換算することが原則となります。

また、貴社は外貨建借入金の返済時には

100万米国ドルの外貨での返済をしなけれ

ばならないことから、その返済時にも、そ

の外貨建借入金の返済を行った日の外国為

替の売買相場の仲値（スポットレート）で

円換算することが原則となります。

したがって、外貨建借入金については、

借入時と返済時の両方が外貨建取引に該当

し、その両方で円換算が必要になります。

２ 先物外国為替契約により発生時の円

換算額を確定させた場合

上記Ⅰ２に記載のとおり、本事例の外貨

建借入金の借入時の円換算額を先物外国為

替契約により確定させた場合には、その確

定させた円換算額が法人税法第61条の８

第１項の規定により換算した金額とされる

こととなります。

結果として、貴社の外貨建借入金につい

ては、借入日のスポットレートである＠82

円／＄ではなく、先物外国為替契約による

借入予約レートである＠80円／＄により

円換算した＄1,000,000×＠80円／＄＝

80,000,000円が法人税法第61条の８第１

項の規定により換算した金額となります。

３ 先物外国為替契約により返済時の円

換算額を確定させた場合

上記Ⅰ３に記載のとおり、本事例の外貨

建借入金の返済時の円換算額を先物外国為

替契約により確定させた場合には、その確

定させた円換算額を法人税法第61条の８

第１項の規定により換算した金額とするこ

ととなります。

そして、借入時レート（上記２で換算し

た）＠80円／＄と返済時の先物外国為替

契約締結時のスポットレートである＠83

円／＄との差額相当額（為替差損）である

直直差額はその先物外国為替契約締結の日

であるＸ年10月１日の属する事業年度の

損金に計上し、返済時の先物外国為替契約

締結時のスポットレートである＠83円／

＄と返済予約レートである＠85円／＄と

の差額相当額（為替差損）である直先差額

については、締結日であるＸ年10月１日

から決済日であるＸ＋３年３月31日まで

の各事業年度の期間に配分することになり

ます。

Ⅱ
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４ 具体的な計算

外貨建借入金の借入後に先物外国為替契

約により返済時の円換算額を確定させてい

ますので、為替差額を外貨建借入金の借入

時と先物外国為替契約締結時のスポットレ

ートの差額である直直差額と、先物外国為

替契約締結時と返済予約レートとの差額で

ある直先差額とに区分します（法令122の

９)。

⑴ 直直差額

取引時為替相場により換算した円換

算額」と「先物外国為替契約締結時の為

替相場により換算した円換算額」との差

額が直直差額となります。

したがって、借入時の換算レート（先

物外国為替契約による80円/＄）による

円換算額80百万円（80円/＄×100万米

国ドル）と先物外国為替契約締結時のス

ポットレート（83円/＄）による円換算

額83百万円との差額３百万円は、為替

差損として当該事業年度の損金の額に算

入します。

⑵ 直先差額

先物外国為替契約締結時の為替相場

により換算した円換算額」と「先物外国

為替契約により確定させた円換算額」と

の差額が直先差額となります。この直先

差額を各事業年度に配分することになり

ます。

したがって、返済時の先物外国為替契

約締結時のスポットレート（83円/＄）

による円換算額83百万円と返済予約レ

ート（85円/＄）で確定させた返済時の

円換算額85百万円との差額２百万円は、

為替差損として先物外国為替契約締結の

日を含む事業年度から決済の日を含む事

業年度の期間にわたり配分することとな

ります。

当該事業年度 2,000,000円 × 6ケ月 /30ケ月 ＝ 400,000円

翌事業年度 2,000,000円 × 12ケ月 /30ケ月 ＝ 800,000円

翌々事業年度 2,000,000円 × 12ケ月 /30ケ月 ＝ 800,000円

なお、上記の計算において、その事業

年度の日数により算出しますが、日数に

代えて月数を用いることができます（法

令122の９③）ので、月数で行っており

ます。
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(貴社）

【会計処理】

① 借入時予約 ：なし

② 借入時 ：現金預金 80,000,000円 ／ 借入金 80,000,000円

③ 返済時予約 ：為替差損 5,000,000円 ／ 借入金 5,000,000円

④ 期末時 ：なし

【税務処理】

① 借入時予約 ：なし

② 借入時 ：現金預金 80,000,000円 ／ 借入金 80,000,000円

③ 返済時予約 ：為替差損 3,000,000円 ／ 借入金 3,000,000円

：為替差額 2,000,000円 ／ 借入金 2,000,000円

④ 期末時 ：為替差損 400,000円 ／ 為替差額 400,000円

【税務修正】

① 借入時予約 ：なし

② 借入時 ：なし

③ 返済時予約 ：為替差額 2,000,000円 ／ 為替差損 2,000,000円

④ 期末時 ：為替差損 400,000円 ／ 為替差額 400,000円
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貴社の申告調整>

【別表４】

【別表５⑴】

(了)
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